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市民は期待 しています I
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町田市監査委員の指摘を受け

議員自ら設置 した『議会改革調査特別委員会』

すでに 8回の委員会が開かれました

その模様は、ぜひ委員会の録画中継でご覧になってください |

町田市議会議員の政務活動費は

`ゝ

●′
会派ごと一人 1月 6万円、年間 72万円渡されます

″●b6,い o
平成 26年度、町田市市議会議員の会派への活動費として

予ゥボ“。 市民の税金から25,698,000円 が渡されています |
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1       町田市ホームベージ→ 町爾市議会→ 議会中継→ 委員会録画中継
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地方 自治法第 199条 第 10項に基づき意見を述べる。

○ 地方自治法第 100条第 14項は、政務活動費を会派又は議員に対し交付することができるとしてい

るところ、町田市の条例第 2条は、会派に対して交付すると規定している。

○ 条例第 6条は、会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならないとし、条例第 7条は、

会派の経理責任者は、収支報告書に領収書を添えて議長に提出しなければならないとしている。

○ 規員り第 7条は、政務活動費を充てることができる経費の範囲を使途基準として別表に示している。規

則別表 (政務活動費使途基準)は、人件費、調査活動費、資料購入費など8つの項目に分け、項目ごとに、

その内容と例示を掲載 している。内容欄では、8つの全項目において、会派の行う活動に要する経費であ

ると明記されている。

○ 規則第 11条は、会派の代表者は、政務活動費の収入及び支出に関する帳簿を備えなければならない

としている。

○ 以上のことから監査委員は、本件監査に当たり、収支報告書 (領収書 )、 会計帳簿及び預金通帳の確認

を実施 した。その結果は先に述べた状況となっており、会計帳簿と預金通帳は、不明又は不備の会派が多

かつた。

○ 不明又は不備の会派から得た意見は、主に、会計帳簿や預金通帳を見せられないと いうものや見せる

必要はないというもの、また、会計帳簿は必要ないというものであつた。そこで、これ らの意見に対 し、

監査委員の意見を述べる
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○ 監査委員は、公金が目的に沿つて適正に活用されているかどうかに重点を置き監査を実施 します。本

件であれば、公金 (政務活動費)|ま条例・規員1に基づき、組織 (会派)に交付されており、組織 (会派 )

の活動に充当されているかどうかを見る必要があります。組織のお金には、規律ある管理が求められると

同時に出納の状況を組織内外に説明する責任が生 じます。ましてや公全は、外に説明する責任を免れるこ

とがありません。そのためには、会計帳簿が必要となります。

○ 会計帳簿は、ヨーロッパにおいて、 15世紀に複式簿記が広まつていたと伝えられています。日本に

おいては、江戸時代から大福帳という独自の帳簿様式がありましたが、明治 6年 (1873年 )福沢諭吉

が出版 した翻訳書「帳合之法」 (チ ョウアイノホウ)により西洋式の複式簿記が伝えられました。公会計

は、明治 11年 (1878年 )か ら複式簿記を採用 したものの、明治22年 (1889年 )に単式簿記に

戻 り現在に至つていますが、企業会計は、以来、複式簿記という世界共通の記録様式を採用しています 。

町田市は、国の公会計制度改革に先駆けて2012年 4月 、共通言語としての複式簿記を導入 しました。

○ 会計帳簿は、事実の記録です。日付、内容、金額、残高、加えて取弓|の相手先名や発行された証憑 (請

求書、納品書、領収書など)の番号などを書きます。会計帳簿は雄弁です。お金の動かし方で組織の規律

性がわかります。組織のガバナンスを見るのが監査であり、帳簿を見ない監査などありません。

○ 監査委員は、監査対象の同意・協力に基づいて資料を収集 し、監査を実施 しています。全ての監査対象

に対 し今後とも理解・協力を求め、公金が目的に沿つて適正に活用されているかどうかを見極めていきます。
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